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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置内に収容されたトナーコンテナのトナー補給口を封止するシール部材を引
き抜くように促す表示が施された操作ガイドラベルであって、
　上記画像形成装置は、電源スイッチが設けられた第一側面と、該第一側面に隣接する側
面であってトナーコンテナ交換用の開閉カバーが設けられた第二側面とを有しており、
　上記シール部材は、上記トナーコンテナにおける上記開閉カバー側の面からはみ出して
該シール部材を引き抜く際にユーザーが把持可能な把持部を有し、
　上記操作ガイドラベルは、上記電源スイッチの少なくとも一部を覆うように上記第一側
面に貼り付けられた第一ラベル部と、上記画像形成装置内における上記開閉カバー側を向
く所定面部に貼り付けられた第二ラベル部と、該第一ラベル部及び第二ラベル部を連結す
る連結部と、を備え、
　上記第二ラベル部は、上記開閉カバー側から見て、上記シール部材の上記把持部の少な
くとも一部と重複するように配置されている、操作ガイドラベル。
【請求項２】
　請求項１に記載の操作ガイドラベルにおいて、
　上記第一ラベル部は、該第一ラベル部自身が粘着面を有していて、該粘着面を介して上
記第一側面に貼り付けられており、
　上記第二ラベル部は、上記操作ガイドラベルとは別体をなす粘着部材により上記所定面
部に貼り付けられており、
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　上記粘着部材は、粘着面を有する粘着部と、該粘着部に連接され、粘着面を有さない非
粘着部とからなる、操作ガイドラベル。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の操作ガイドラベルにおいて、
　上記所定面部は、上記トナーコンテナの上記開閉カバー側の面である、操作ガイドラベ
ル。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の操作ガイドラベルにおいて、
　上記トナーコンテナは複数設けられており、該複数のトナーコンテナは、上記開閉カバ
ー側から見て高さ方向に直交する横方向に並んで配置されており、
　上記第二ラベル部は、上記開閉カバー側から見て複数の上記トナーコンテナに跨って配
置されている、操作ガイドラベル。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の操作ガイドラベルにおいて、
　上記画像形成装置は、
　　回動することで開閉可能に構成され、閉状態において上記第一側面の一部を構成する
手差しトレイと、水平方向にスライドすることで開閉可能に構成され、閉状態において上
記第一側面の一部を構成する給紙カセットとを有し、
　上記第一ラベル部は、上記電源スイッチに加えて、閉状態にある上記手差しトレイの少
なくとも一部と、閉状態にある上記給紙カセットの少なくとも一部とを覆うように上記第
一側面に貼り付けられている、操作ガイドラベル。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の操作ガイドラベルにおいて、
　上記画像形成装置は、
　　回動することで開閉可能に構成され、閉状態において上記第一側面の一部を構成する
手差しトレイと、水平方向にスライドすることで開閉可能に構成され、閉状態において上
記第一側面の一部を構成する給紙カセットとを有し、
　上記第一ラベル部は、上記電源スイッチに加えて、閉状態にある上記手差しトレイの少
なくとも一部を覆う一方、閉状態にある上記給紙カセットを覆わないように上記第一側面
に貼り付けられている、操作ガイドラベル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、操作ガイドラベルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置内に収容されたトナーコンテナには、トナー補給口からのトナーの漏れを
防止するためのシール部材を設ける場合がある（例えば、特許文献１参照）。シール部材
は、トナー補給口を封止する帯状部材で構成されており、シール部材の一端部がトナーコ
ンテナの着脱方向の手前側からはみ出している。ユーザーがシール部材の一端部を手で持
ってシール部材を引き抜くことでトナー補給口の封止が解除される。ユーザーがシール部
材を引き抜かずに画像形成装置を作動させようとすると、トナー補給口が封止されたまま
になるので、トナー補給口から感光体ドラムへのトナー補給が行われず印刷エラーが発生
する。
【０００３】
　そこで、従来の画像形成装置では、画像形成装置の外側面にユーザーの注意を喚起する
操作ガイドラベルを貼り付けるようにしている。操作ガイドラベルには、画像形成装置の
使用を開始する前にシール部材を引き抜くように促す表示（文章や絵）が施されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１５７２５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、画像形成装置の外側面に操作ガイドラベルが貼り付けてあったとしても
、操作ガイドラベルの表示内容を見ることなく電源スイッチを押して印刷を開始しようと
するユーザーが多数存在する。
【０００６】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、トナーコ
ンテナに設けられたシール部材の引き抜き忘れを確実に防止可能な操作ガイドラベルを提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る操作ガイドラベルは、画像形成装置内に収容されたトナーコンテナのトナ
ー補給口を封止するシール部材を引き抜くように促す表示が施されている。
【０００８】
　そして、上記画像形成装置は、電源スイッチが設けられた第一側面と、該第一側面に隣
接する側面であってトナーコンテナ交換用の開閉カバーが設けられた第二側面とを有して
おり、上記シール部材は、上記トナーコンテナにおける上記開閉カバー側の面からはみ出
して該シール部材を引き抜く際にユーザーが把持可能な把持部を有し、上記操作ガイドラ
ベルは、上記電源スイッチの少なくとも一部を覆うように上記第一側面に貼り付けられた
第一ラベル部と、上記画像形成装置内における上記開閉カバー側を向く所定面部に貼り付
けられた第二ラベル部と、該第一ラベル部及び第二ラベル部を連結する連結部と、を備え
、上記第二ラベル部は、上記開閉カバー側から見て、上記シール部材の上記把持部の少な
くとも一部と重複するように配置されている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、トナーコンテナに設けられたシール部材の引き抜き忘れを確実に防止
可能な操作ガイドラベルを提供することにある。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本実施形態に係る操作ガイドラベルが貼り付けられた画像形成装置の概
略構成を示す全体図である。
【図２】図２は、画像形成装置を示す外観斜視図である。
【図３】図３は、開閉カバーを開いた状態を示す画像形成装置の外観斜視図である。
【図４】図４は、画像形成装置内に装着されるトナーコンテナの一例を示す、該コンテナ
の前側且つ左側から見た外観斜視図である。
【図５】図５は、画像形成装置内に装着されるトナーコンテナの一例を示す、該コンテナ
の後側且つ左側から見た外観斜視図である。
【図６】図６は、トナーコンテナに設けられたシール部材を示す外観斜視図である。
【図７】図７は、本実施形態に係る操作ガイドラベルを示す平面図である。
【図８】図８は、画像形成装置を左側から見た側面図である。
【図９】図９は、開閉カバーを開いた状態で画像形成装置を前側から見た側面図である。
【図１０】図１０は、開閉カバーが半開きの状態で画像形成装置の操作ガイドラベル付近
を拡大して示す拡大斜視図である。
【図１１】図１０のXI－XI線断面図である。
【図１２】図１２は、他の実施形態を示す図８相当図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。尚、本発明は、以下の実施
形態に限定されるものではない。
【００１２】
　図１は、実施形態における画像形成装置１の概略構成図を示す。この画像形成装置１は
、タンデム方式のカラープリンターであって、箱形のケーシング２内に画像形成部３を備
えている。以下の説明において、図１の手前側、奥側をそれぞれ画像形成装置１の前側、
後側と定義し、図１の左側、右側をそれぞれ画像形成装置１の左側、右側と定義する。
【００１３】
　ケーシング２内における前側端部の空間にはトナーコンテナ３０Ｂｋ，３０Ｍ，３０Ｃ
，３０Ｙ（図３参照）が収容されており、画像形成部３はこのトナーコンテナ３０Ｂｋ，
３０Ｍ，３０Ｃ，３０Ｙの後側に配置されている。
【００１４】
　画像形成部３は、ネットワーク接続等がされたコンピューター等の外部機器から伝送さ
れてくる画像データに基づき画像を記録紙Ｐに転写形成する。画像形成部３の下方には、
光ビーム（レーザー光）を照射する対向走査型の光走査装置４が配置され、画像形成部３
の上方には、中間転写ベルト５が配置されている。
【００１５】
　光走査装置４の下方には、記録紙Ｐを貯留する給紙カセット６が配置され、光走査装置
４の左側には手差しトレイ７が配置されている。給紙カセット６は、左側に（図３の矢印
Ｓ方向）にスライドすることで画像形成装置１の外側に引き出し可能になっている。手差
しトレイ７は、その下端縁を支点に図のＲ方向に回動可能することで折り畳み可能になっ
ている。
【００１６】
　中間転写ベルト５の側方上部には、記録紙Ｐに転写形成された画像に定着処理を施す定
着部８が配置されている。符号９は、ケーシング２上部に配置され、定着部８で定着処理
が施された記録紙Ｐを排出する用紙排出部である。
【００１７】
　画像形成部３は、中間転写ベルト５に沿って一列に配置された四つの画像形成ユニット
１０Ｂｋ，１０Ｍ，１０Ｃ，１０Ｙを備えている。これら画像形成ユニット１０Ｂｋ，１
０Ｍ，１０Ｃ，１０Ｙはそれぞれ、ブラック、マゼンタ、シアン、イエローのトナー画像
を形成する。
【００１８】
　具体的には、各画像形成ユニット１０Ｂｋ，１０Ｍ，１０Ｃ，１０Ｙは、感光体ドラム
１１を有している。各感光体ドラム１１の直下には、帯電器１２が配置され、各感光体ド
ラム１１の一側方には、現像装置１３が配置され、各感光体ドラム１１の直上には、１次
転写ローラー１４が配置され、各感光体ドラム１１の他側方には、感光体ドラム１１の周
面をクリーニングするクリーニング部１５が配置されている。
【００１９】
　そして、各感光体ドラム１１は、帯電器１２によって周面が一様に帯電され、当該帯電
後の感光体ドラム１１の周面に対して、上記コンピューター等から入力された画像データ
に基づく各色成分に対応したレーザー光が光走査装置４から照射され、各感光体ドラム１
１の周面に静電潜像が形成される。かかる静電潜像に現像装置１３から現像剤が供給され
て、各感光体ドラム１１の周面にブラック、マゼンタ、シアン、又はイエローのトナー画
像が形成される。これらのトナー画像は、１次転写ローラー１４に印加された転写バイア
スにより中間転写ベルト５の下面に重ねて転写される。
【００２０】
　符号１６は、定着部８の下方に中間転写ベルト５と当接した状態で配置された２次転写
ローラーであり、給紙カセット６又は手差しトレイ７から用紙搬送路１７を搬送される記
録紙Ｐを２次転写ローラー１６と中間転写ベルト５とで挟持し、２次転写ローラー１６に
印加された転写バイアスにより中間転写ベルト５上のトナー画像を記録紙Ｐに転写するよ
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うになっている。
【００２１】
　定着部８は、加熱ローラー１８と加圧ローラー１９とを備え、これら加熱ローラー１８
と加圧ローラー１９とにより記録紙Ｐを挟持して加熱及び加圧し、記録紙Ｐに転写された
トナー画像を記録紙Ｐに定着させる。定着処理後の記録紙Ｐは、用紙排出部９に排出され
る。符号２０は、両面印刷時に定着部８から排出された記録紙Ｐを反転させるための反転
搬送路である。
【００２２】
　図２は、画像形成装置１の外観斜視図を示している。同図に示すように、ケーシング２
の上面における前側端部には、画像形成装置１に対してユーザーが各種の設定や指示を行
うための操作部１ａが設けられている。
【００２３】
　ケーシング２の左側面２Ｌには、画像形成装置１に電源を投入するための電源スイッチ
１ｂが設けられている。ケーシング２の左側面２Ｌにおける前後方向の両端部を除く中間
部は、折り畳み状態にある手差しトレイ７の背面と、収納状態にある給紙カセット６の左
側側面とで形成されている。手差しトレイ７は、給紙カセット６に隣接してその上側に配
置されている。上記電源スイッチ１ｂは、ケーシング２の左側面２Ｌにおける給紙カセッ
ト６の右側近傍に設けられている。電源スイッチ１ｂは後述する操作ガイドラベル５０に
よって覆われている。
【００２４】
　ケーシング２の前側面２Ｆには、略矩形板状の開閉カバー２ａが設けられている。開閉
カバー２ａは、その右側端縁に沿って上下方向に延びる軸部を支点に前後方向に回動可能
になっている。ユーザーは開閉カバー２ａを開くことで、ケーシング２内の前端部に収容
されたトナーコンテナ３０Ｂｋ，３０Ｍ，３０Ｃ，３０Ｙを交換可能になっている（図３
参照）。
【００２５】
　トナーコンテナ３０Ｂｋ，３０Ｍ，３０Ｃ，３０Ｙにはそれぞれ、ブラック、マゼンタ
、シアン、イエローの各色のトナーが充填されている。トナーコンテナ３０Ｂｋ，３０Ｍ
，３０Ｃ，３０Ｙは、画像形成装置１の正面側から見て左右方向に互いに隣接して配置さ
れている。各トナーコンテナ３０Ｂｋ，３０Ｍ，３０Ｃ，３０Ｙは、不図示のガイドレー
ルによって前後方向に着脱可能にガイドされている。各トナーコンテナ３０Ｂｋ，３０Ｍ
，３０Ｃ，３０Ｙは、前後方向にスライドさせることで画像形成装置１に対して着脱可能
になっている。
【００２６】
　４つのトナーコンテナ３０Ｂｋ，３０Ｍ，３０Ｃ，３０Ｙは、ブラックのトナーコンテ
ナ３０Ｂｋのみが他の３つと比べて形状が異なっているものの、基本的な構成は同じであ
る。すなわち、図４及び図５に示すように、各トナーコンテナ３０Ｂｋ，３０Ｍ，３０Ｃ
，３０Ｙ（図では一例としてブラックのトナーコンテナ３０Ｂｋのみを示す）は、トナー
が貯留される扁平なコンテナ本体部３１と、コンテナ本体部３１における後側面から該後
側に突出する補給筒部３２とを備えている。補給筒部３２の先端部の下面には補給口３３
（図５にのみ示す）が貫通している。補給口３３は、現像装置１３のトナー受入口（図示
省略）に合わるように形成されている。
【００２７】
　補給口３３は、ユーザーが画像形成装置１を購入した段階ではシール部材４０（図６参
照）によって封止されている。シール部材４０は、ユーザーにより引き抜き可能に構成さ
れている。具体的には、シール部材４０は、補給口３３を封止するとともに補給筒部３２
に沿ってスライド可能な帯状のスライドシート部４１と、スライドシート部４１の前端部
に連接された把持部４２とを有している。把持部４２は、各トナーコンテナ３０Ｂｋ，３
０Ｍ，３０Ｃ，３０Ｙの前側面からはみ出している。把持部４２の先端部は、折れ線４２
ａを介して斜め上方に折れ曲がっている。
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【００２８】
　ユーザーが把持部４２を把持して前側に引っ張ると、スライドシート部４１が前側にス
ライド移動して該スライドシート部４１による補給口３３の封止が解除される。把持部４
２の先端部には、ユーザーに対してシール部材４０の引き抜き方向を認識させるべく矢印
４２ｂが表示されている。
【００２９】
　上記シール部材４０を設けることで、例えば工場から出荷された画像形成装置１の運搬
中にトナーコンテナ３０Ｂｋ，３０Ｍ，３０Ｃ，３０Ｙ内のトナーが補給口３３から漏出
するのを防止することができる。しかし、補給口３３をシール部材４０により封止したま
ま画像形成装置１の印刷動作を開始すると、印刷エラーにより画像形成装置１が停止して
しまう。この結果、ユーザーが画像形成装置１が故障したと勘違いしたり、ユーザーに対
して印刷エラーからの復旧操作を強いたりすることとなる。この問題を解決するべく、画
像形成装置１には操作ガイドラベル５０が貼り付けられている。
【００３０】
　図７に示すように、操作ガイドラベル５０は、第一ラベル部５１及び第二ラベル部５２
と、該両ラベル部５１，５２同士を連結する帯状の連結部５３とを有している。両ラベル
部５１，５２には、上記シール部材４０を引き抜くように促す表示が施されている。この
表示は、例えば、文章、絵、又は、文章と絵との組み合わせからなる。本実施形態では一
例として、第一ラベル部５１には、電源を入れる前にシール部材４０を引き抜くように促
す複数言語による文章と操作手順を示す絵とがそれぞれ上下に分かれて表示されている。
第二ラベル部５２には操作手順を示す絵のみが示されている。
【００３１】
　図８に示すように、第一ラベル部５１は、上下方向に長い矩形シート状をなしている。
第一ラベル部５１は、電源スイッチ１ｂ全部と、閉状態にある手差しトレイ７の前側且つ
下側の隅部と、給紙カセット６における前側且つ上側の隅部とを覆うようにケーシング２
の左側面２Ｌに貼り付けられている。ここで、第一ラベル部５１は、厚さ方向の一側面全
体に粘着面を有していて、該粘着面を介してケーシング２の左側面２Ｌに貼り付けられて
いる。第一ラベル部５１は、引き剥がし時に簡単に破れないように例えば合製紙により構
成されている。
【００３２】
　図９に示すように、第二ラベル部５２は、左右方向に長い矩形シート状をなしている。
第二ラベル部５２は、各トナーコンテナ３０Ｂｋ，３０Ｍ，３０Ｃ，３０Ｙの前側面の一
部からなる所定面部３０Ａに貼り付けられている。所定面部３０Ａは、開閉カバー２ａ側
（本実施形態では前側）を向く平坦面である。第二ラベル部５２は、３つのトナーコンテ
ナ３０Ｃ，３０Ｍ，３０Ｙの下端部全体とブラックのトナーコンテナ３０Ｂｋの下端部の
左側端部に跨るように配置されている。第二ラベル部５２は、第一ラベル部５１のように
それ自身が粘着面を有するものではない。すなわち、第二ラベル部５２は、操作ガイドラ
ベル５０とは別体をなす粘着部材６０によって上記所定面部３０Ａに貼り付けられている
。本実施形態では、第二ラベル部５２の右側端部が粘着部材６０によってトナーコンテナ
３０Ｂｋの前側面に固定されている。
【００３３】
　粘着部材６０は全体視で左右方向に延びる矩形シート状をなしている。粘着部材６０は
、第二ラベル部５２の右側端部とトナーコンテナ３０Ｂｋとに跨る粘着面を有する粘着部
６０ａと、該粘着部６０ａの右側端部に連接された非粘着部６０ｂとを有している。粘着
部６０ａと非粘着部６０ｂとの境界には折り目が形成され、非粘着部６０ｂはこの折り目
を境に前側に傾斜してトナーコンテナ３０Ｂｋの前側面から僅かに浮いた状態になってい
る。
【００３４】
　第二ラベル部５２の上端部は、前側から見て、各トナーコンテナ３０Ｂｋ，３０Ｍ，３
０Ｃ，３０Ｙの前側面からはみ出したシール部材４０の把持部４２の先端部と重複してい
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る。尚、第二ラベル部５２の上端部は、把持部４２の先端部のみでなく把持部４２全体と
重複していてもよい。　
【００３５】
　図１０に示すように、連結部５３は、第一ラベル部５１の前側端部の下端部と、第二ラ
ベル部５２の左側端部の下端部とを連結している。ここで、開閉カバー２ａの左側端縁に
は、図１１に示すように上下方向に延びる板状リブ２ｂが延設されている。この板状リブ
２ｂを開閉カバー２ａの左側端縁の下端縁まで延設したとすると、上記連結部５３が板状
リブ２ｂと干渉して連結部５３が複雑に屈曲してしまう。この結果、連結部５３が破断し
たり開閉カバー２ａが閉じ難くなったりする虞がある。本実施形態では、この問題を回避
するべく開閉カバー２ａの左側端縁のうち連結部５３に対応する部分には板状リブ２ｂを
設けないようにしている。
【００３６】
　以上説明したように、本実施形態の操作ガイドラベル５０は、電源スイッチ１ｂを覆う
ようにケーシング２の左側面２Ｌに貼り付けられた第一ラベル部５１と、画像形成装置１
内における開閉カバー２ａ側（前側）を向く所定面部３０Ａに貼り付けられた第二ラベル
部５２と、該第一ラベル部５１及び第二ラベル部５２を連結する連結部５３とを備えてい
る。
【００３７】
　この構成によれば、ユーザーが画像形成装置１を購入して最初に電源スイッチ１ｂを入
れようとしても、電源スイッチ１ｂが第一ラベル部５１により覆われているので電源スイ
ッチ１ｂを見つけることができない。そして、ユーザーは、電源スイッチ１ｂを探す過程
で第一ラベル部５１の存在に気付く。第一ラベル部５１には、電源スイッチ１ｂを入れる
前にシール部材４０を引き抜くように促す表示が施されているので、ユーザーがこの表示
に気付いてシール部材４０の引き抜きを行う可能性が高まる。また、仮にユーザーが第一
ラベル部５１の表示に気付かなかった場合であっても、第一ラベル部５１は連結部５３を
介して第二ラベル部５２に繋がっているので、ユーザーは開閉カバー２ａを開いて第二ラ
ベル部５２まで誘導される。第二ラベル部５２にも、シール部材４０の引き抜きを促す表
示が施されているので、ユーザーに対してシール部材４０の引き抜きを再度促すことがで
きる。仮にユーザーがこの第二ラベル部５２の表示に気付かなかった場合でも、ユーザー
は上記誘導効果によって開閉カバー２ａを開くことを強いられるので、各トナーコンテナ
３０Ｂｋ，３０Ｍ，３０Ｃ，３０Ｙの開閉カバー２ａ側（前側）の面からはみ出したシー
ル部材４０の把持部４２の存在に気付くこととなる。こうして、ユーザーに対してシール
部材４０の把持部４２を引っ張るように仕向けることができる。
【００３８】
　また、本実施形態では、第一ラベル部５１はそれ自身が粘着面を有していて、該粘着面
を介してケーシング２の左側面２Ｌに粘着されている。一方、第二ラベル部５２は、それ
自身が粘着面を有しておらず、操作ガイドラベル５０とは別体をなす粘着部材６０により
上記所定面部３０Ａに貼り付けられている。
【００３９】
　この構成によれば、第一ラベル部５１を極力剥がし難くし、第二ラベル部５２を極力剥
がし易くすることができる。したがって、ユーザーにとっては、電源スイッチ１ｂを覆う
操作ガイドラベル５０を剥がす際に、第一ラベル部５１から剥がすのではなく第二ラベル
部５２から連結部５３を介して第一ラベル部５１を剥がす方が労力が少なくなる。よって
、ユーザーは第二ラベル部５２を剥がすために開閉カバー２ａを開くように誘導されるこ
ととなる。これにより、ユーザーの注意を各トナーコンテナ３０Ｂｋ，３０Ｍ，３０Ｃ，
３０Ｙからはみ出した把持部４２に確実に向けることができる。
【００４０】
　特に本実施形態では、第一ラベル部５１の厚さ方向の一側面全体が粘着面とされている
ので、第一ラベル部５１を剥がす際にユーザーは第一ラベル部５１の端縁を爪で引っ掻い
て剥がす必要がある。これに対して、第二ラベル部５２を所定面部３０Ａに貼り付けるた
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めの粘着部材６０は、粘着面を有する粘着部６０ａと、該粘着部６０ａに連接された非粘
着部６０ｂとからなるので、ユーザーは粘着部６０ａの端縁を爪で引っ掻いたりすること
なく非粘着部６０ｂを指で把持して粘着部材６０を容易に剥がすことができる。したがっ
て、第一ラベル部５１を極力剥がし難くし、第二ラベル部５２を極力剥がし易くすること
ができる。よって、上述したユーザーを第二ラベル部５２へと誘導する効果をより一層確
実に得ることができる。
【００４１】
　また、上記第二ラベル部５２は、開閉カバー２ａ側から見て、シール部材４０の把持部
４２の先端部と重複するように配置されているので、第二ラベル部５２まで誘導されたユ
ーザーの視線を確実にシール部材４０の把持部４２に向けることができる。よって、ユー
ザーに対してシール部材４０の引き抜きを促す効果をさらに高めることができる。
【００４２】
　そして、第二ラベル部５２が貼り付けられる上記所定面部３０Ａは、トナーコンテナ３
０Ｂｋ，３０Ｍ，３０Ｃ，３０Ｙの開閉カバー２ａ側の面とされている。これにより、第
二ラベル部５２に誘導されたユーザーの注意をトナーコンテナ３０Ｂｋ，３０Ｍ，３０Ｃ
，３０Ｙに向けて、延いては、トナーコンテナ３０Ｂｋ，３０Ｍ，３０Ｃ，３０Ｙに取付
けられたシール部材４０に向けることができる。
【００４３】
　また、第二ラベル部５２は、開閉カバー２ａ側から見て４つのトナーコンテナ３０Ｂｋ
，３０Ｍ，３０Ｃ，３０Ｙの全てに跨って配置されている。したがって、ユーザーの注意
を全てのトナーコンテナ３０Ｂｋ，３０Ｍ，３０Ｃ，３０Ｙに取付けられたシール部材４
０に向けることができる。
【００４４】
　さらに本実施形態では、第一ラベル部５1は、電源スイッチ１ｂに加えて、閉状態にあ
る手差しトレイ７の一部と、閉状態にある給紙カセット６の一部とを覆うようにケーシン
グ２の左側面２Ｌに貼り付けられている。
【００４５】
　こうすることでユーザーが操作ガイドラベル５０を剥がさざるを得ない状況を確実に作
ることができる。すなわち、ユーザーは、第一ラベル部５１を剥がさずに電源スイッチ１
ｂを無理やり押すこともできる。ユーザーが第一ラベル部５１を剥がそうとしない場合、
ユーザーの視線を第一ラベル部５１に連結された第二ラベル部５２へと誘導することがで
きない。しかし、上記構成によれば、第一ラベル部５１が手差しトレイ７及び給紙カセッ
ト６の一部を覆っているので、仮にユーザーが第一ラベル部５１を剥がさずに電源スイッ
チ１ｂをオン操作したとしても、第一ラベル部５１を剥がさない限り画像形成装置１に記
録紙Ｐを供給することができない。したがって、ユーザーは第一ラベル部５１を剥がさざ
るを得なくなる。これにより、ユーザーの視線を第一ラベル部５１→連結部５３→第二ラ
ベル部５２→シール部材４０の順に誘導することができる。
【００４６】
　《他の実施形態》
　上記実施形態では、第一ラベル部５１は、電源スイッチ１ｂに加えて給紙カセット６の
一部と手差しトレイ７の一部とを覆うようになっているが、これに限ったものではなく、
例えば、図１２に示すように、電源スイッチ１ｂと手差しトレイ７の一部とを覆う一方、
給紙カセット６を覆わないようにしてもよい。これにより、画像形成装置１の運搬中にお
ける給紙カセット６のガタツキにより操作ガイドラベル５０が剥がれるのを防止すること
ができる。
【００４７】
　上記実施形態では、第一ラベル部５１の厚さ方向の一側面を粘着面とすることにより第
一ラベル部５１をケーシング２の左側面２Ｌに貼り付けるようにしているが、これに限っ
たものではなく、第一ラベル部５１をガムテープ等の強固な粘着部材によって左側面２Ｌ
に貼り付けるようにしてもよい。
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　上記実施形態では、第一ラベル部５１は、左側から見て電源スイッチ１ｂ全体を覆うよ
うにしているが、これに限ったものではなく、電源スイッチ１ｂの少なくとも一部を覆っ
ていればよい。
【００４９】
　上記実施形態では、第一ラベル部５１は、左側から見て手差しトレイ７の一部を覆って
いるが、手差しトレイ７全体を覆っていてもよい。また、第一ラベル部５１は、左側から
見て給紙カセット６の一部を覆っているが給紙カセット６全体を覆っていてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　以上説明したように、本発明は、操作ガイドラベルについて有用である。
【符号の説明】
【００５１】
１　　　　画像形成装置
１ｂ　　　電源スイッチ
２Ｆ　　　前側面（第二側面）
２Ｌ　　　左側面（第一側面）
６　　　　給紙カセット
７　　　　手差しトレイ
３０Ａ　　所定面部
３０Ｂｋ　トナーコンテナ
３０Ｃ　　トナーコンテナ
３０Ｍ　　トナーコンテナ
３０Ｙ　　トナーコンテナ
３３　　　補給口
４０　　　シール部材
４２　　　把持部
５０　　　操作ガイドラベル
５１　　　第一ラベル部
５２　　　第二ラベル部
５３　　　連結部
６０　　　粘着部材
６０ａ　　粘着部
６０ｂ　　非粘着部
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